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備考
1　候補者1人あたりの掲示に要する区画は、縦・横おおむね45センチメートルの正方形とし、それぞれの区画を明瞭に区分する。
2　注意には、次の事項を記載する。
　ポスターは立候補の届出と同一番号の表示してある区画の中に貼って下さい。
　この掲示場は、○○○○選挙の候補者以外の方は使用できません。
　この掲示場をこわしたり、ポスターをやぶったり、汚したりすると罰せられます。
